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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転支援制御の対象となる制御対象車両を設定する制御対象車両設定装置（１０）であ
って、
　対象物を画像で示す第１の検出信号と、対象物を反射点で示す第２の検出信号とを取得
可能な検出信号取得部（１０３）と、
　前方対象物に移動物として検出されたことを示す移動履歴が関連付けられておらず、前
記第１の検出信号および前記第２の検出信号を統合して用いて車両と判定されたことを示
す統合履歴が前記前方対象物に関連付けられている場合には、制御対象車両に設定するか
否かを判定する第１の判定パラメータの選択閾値として、前記移動履歴が関連付けられて
いる場合よりも制御対象車両として選択されにくい選択閾値を用いて前記前方対象物を前
記制御対象車両に設定するか否かを決定する設定制御部（１０１、Ｐ１）を備える、制御
対象車両設定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記第１の判定パラメータは、前記制御対象車両と自車両との相対的な横方向の距離で
ある、制御対象車両設定装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、前記前方対象物に統合履歴が関連付けられている場合には、さらに
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、前記第１の判定パラメータに加えて追加パラメータを用いて前記前方対象物を前記制御
対象車両に設定するか否かを決定する、制御対象車両設定装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記追加パラメータは、前記前方対象物と自車両との車幅方向のオーバーラップ量、お
よび前記前方対象物と自車両の走行車線を規定する道路標示との車幅方向のクリアランス
量の少なくともいずれか一方を含む、制御対象車両設定装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、前記制御対象車両に対して前記運転支援制御が実行中である場合に
、前記前方対象物の前記制御対象車両への設定を抑制する、制御対象車両設定装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、前記制御対象車両と自車両との相対的な横方向の距離が第１の基準
値以上である場合には、前記設定の抑制を実行しない、制御対象車両設定装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、前記制御対象車両が進路変更を行った場合には、前記設定の抑制を
実行しない、制御対象車両設定装置。
【請求項８】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、自車両が前記前方対象物から離間する進路変更を行う可能性が有る
場合または進路変更を実行している場合には、前記前方対象物の前記制御対象車両への設
定を抑制する、制御対象車両設定装置。
【請求項９】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、自車両が前記前方対象物に近接する進路変更を行う可能性が有る場
合または進路変更を実行している場合には、前記前方対象物の前記制御対象車両への設定
を抑制しない、制御対象車両設定装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記移動履歴は、前記第２の検出信号を用いて初めて検出された際に、移動していると
判別された対象物に関連付けられる、移動物であることを示す移動履歴有りのフラグ、お
よび、移動していないと判別された対象物に対して関連付けられる、静止物であることを
示す移動履歴無しのフラグを含む、制御対象車両設定装置。
【請求項１１】
　制御対象車両設定システムであって、
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置と、
　前記第１の検出信号を出力する第１の検出部（２１、２１１）と、
　前記第２の検出信号を出力する第２の検出部（２２、２２１）と、
を備える、制御対象車両設定システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の制御対象車両設定システムにおいて、さらに、
　設定された前記制御対象車両に対して、定速走行・車間距離制御処理を実行する定速走
行・車間距離制御部（１０１、Ｐ２）を備える、制御対象車両設定システム。
【請求項１３】
　運転支援制御の対象となる制御対象車両を設定する制御対象車両設定方法であって、
　対象物を画像で示す第１の検出信号と、対象物を反射点で示す第２の検出信号とを取得
し、
　前方対象物に移動物として検出されたことを示す移動履歴が関連付けられておらず、前
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記第１の検出信号および前記第２の検出信号を統合して用いて車両と判定されたことを示
す統合履歴が前記前方対象物に関連付けられている場合には、制御対象車両に設定するか
否かを判定する第１の判定パラメータの選択閾値として、前記移動履歴が関連付けられて
いる場合よりも制御対象車両として選択されにくい選択閾値を用いて前記前方対象物を前
記制御対象車両に設定するか否かを決定することを備える、制御対象車両設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は運転支援制御の対象となる制御対象車両を設定するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラやレーダといった対象物検出器からの検出信号を用いて前方対象物に対する自車
両の運転を支援する運転支援制御技術が知られている。運転支援制御技術においては、前
方対象物から運転支援制御の対象とすべき制御対象車両を適切に設定することが求められ
ている。例えば、前方対象物のうち、自車両と同一車線上に存在する前方対象物を適切に
制御対象車両、すなわち、先行車両に設定するための技術が提案されている（例えば、引
用文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２７９０９９号公報
【０００４】
　しかしながら、前方対象物が自車両の走行軌跡上に存在しない場合、移動の可能性が低
い静止車両と移動履歴を有するまたは移動中の移動車両とを考慮することなく、一律に制
御対象車両に設定すると、運転支援制御の実行頻度が高くなり、自車両の円滑な運転が妨
げられ、また、運転者に対して過度の運転支援制御であるとの印象を与える可能性が有る
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、前方対象物が静止車両であるか移動車両であるかに応じた適切な制御対象
車両の設定が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、上述の課題を解決するためになされたものであり、以下の態様として実現す
ることが可能である。
【０００７】
　第１の態様は、運転支援制御の対象となる制御対象車両を設定する制御対象車両設定装
置を提供する。第１の態様に係る制御対象車両設定装置は、対象物を画像で示す第１の検
出信号と、対象物を反射点で示す第２の検出信号とを取得可能な検出信号取得部と、前方
対象物に移動物として検出されたことを示す移動履歴が関連付けられておらず、前記第１
の検出信号および前記第２の検出信号を統合して用いて車両と判定されたことを示す統合
履歴が前記前方対象物に関連付けられている場合には、制御対象車両に設定するか否かを
判定する第１の判定パラメータの選択閾値として、前記移動履歴が関連付けられている場
合よりも制御対象車両として選択されにくい選択閾値を用いて前記前方対象物を前記制御
対象車両に設定するか否かを決定する設定制御部を備える。
【０００８】
　第１の態様係る制御対象車両設定装置によれば、前方対象物が静止車両であるか移動車
両であるかに応じて適切に制御対象車両の設定を実行することができる。
【０００９】
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　第２の態様は、運転支援制御の対象となる制御対象車両を設定する制御対象車両設定方
法を提供する。第２の態様に係る制御対象車両設定方法によれば、対象物を画像で示す第
１の検出信号と、対象物を反射点で示す第２の検出信号とを取得し、前方対象物に移動物
として検出されたことを示す移動履歴が関連付けられておらず、前記第１の検出信号およ
び前記第２の検出信号を統合して用いて車両と判定されたことを示す統合履歴が前記前方
対象物に関連付けられている場合には、制御対象車両に設定するか否かを判定する第１の
判定パラメータの選択閾値として、前記移動履歴が関連付けられている場合よりも制御対
象車両として選択されにくい選択閾値を用いて前記前方対象物を前記制御対象車両に設定
するか否かを決定することを備える。
【００１０】
　第２の態様係る制御対象車両設定方法によれば、前方対象物が静止車両であるか移動車
両であるかに応じて適切に制御対象車両の設定を実行することができる。なお、本開示は
、制御対象車両設定プログラムまたは当該プログラムを記録するコンピュータ読み取り可
能記録媒体としても実現可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る制御対象車両設定装置が搭載された車両を示す説明図。
【図２】第１の実施形態に係る制御対象車両設定装置が備える制御装置の機能的構成を示
すブロック図。
【図３】第１の実施形態に係る制御対象車両設定装置によって実行される制御対象車両設
定処理および運転支援制御処理の処理フローを示すフローチャート。
【図４】第１の実施形態としての、制御対象車両設定処理の処理フローを示すフローチャ
ート。
【図５】第１の判定パラメータである相対横距離を説明する自車両と前方対象物との関係
を示す説明図。
【図６】第１の判定パラメータの選択閾値として移動車両閾値が設定される場合の自車両
と前方対象物との関係を示す説明図。
【図７】第１の判定パラメータの選択閾値として静止車両閾値が設定される場合の自車両
と前方対象物との関係を示す説明図。
【図８】第２の実施形態としての、制御対象車両設定処理の処理フローを示すフローチャ
ート。
【図９】追加パラメータであるオーバーラップパラメータを説明する自車両と前方対象物
との関係を示す説明図。
【図１０】追加パラメータであるはみ出しパラメータを説明する自車両と前方対象物との
関係を示す説明図。
【図１１】制御対象車両への設定を抑制する場合における自車両と前方対象物との関係を
示す説明図。
【図１２】制御対象車両への設定を抑制しない場合における自車両と前方対象物との関係
を示す説明図。
【図１３】制御対象車両への設定を抑制しない場合における自車両と前方対象物との関係
を示す説明図。
【図１４】運転支援制御処理実行中における制御対象車両への設定を抑制する場合におけ
る自車両と前方対象物との関係を示す説明図。
【図１５】運転支援制御処理実行中における制御対象車両への設定を抑制しない場合にお
ける自車両と前方対象物との関係を示す説明図。
【図１６】第３の実施形態としての、運転支援制御処理の処理フローを示すフローチャー
ト。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本開示に係る衝制御対象車両設定装置、制御対象車両設定システムおよび制御対象車両
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設定方法について、いくつかの実施形態に基づいて以下説明する。
【００１３】
　第１の実施形態：
　図１に示すように、第１の実施形態に係る制御対象車両設定装置１０は、車両５００に
搭載されて用いられる。制御対象車両設定装置１０は、少なくとも制御装置１００を備え
ていれば良く、制御対象車両設定システムは、制御対象車両設定装置１０に加え、レーダ
ＥＣＵ２１、カメラＥＣＵ２２、ヨーレートセンサ２３、車輪速度センサ２４、回転角セ
ンサ２５、スロットル駆動装置３１および制動支援装置３２を備えている。車両５００は
、内燃機関ＩＣＥ、車輪５０１、制動装置５０２、制動ライン５０３、ステアリングホイ
ール５０４、フロントガラス５１０およびフロントバンパ５２０を備えている。レーダＥ
ＣＵ２１は、電波を射出し対象物からの反射波を検出するミリ波レーダ２１１と接続され
ており、ミリ波レーダ２１１により取得された反射波を用いて反射点によって対象物を表
す検出信号を生成し、出力する。カメラＥＣＵ２２は、前方カメラ２２１と接続されてお
り、前方カメラ２２１によって取得された画像と予め用意されている対象物の形状パター
ンとを用いて画像によって対象物を示す検出信号を生成し、出力する。各ＥＣＵは、演算
部、記憶部および入出力部を備えるマイクロプロセッサである。なお、レーダＥＣＵ２１
およびミリ波レーダ２１１は第１の検出部に相当し、カメラＥＣＵ２２および前方カメラ
２２１は第２の検出部に相当する。反射波を検出する検出器としては、ミリ波レーダ２１
１の他に、ライダー（ＬＩＤＡＲ：レーザレーダ）や、音波を射出しその反射波を検出す
る超音波検出器が用いられても良い。対象物を撮像する撮像器としては、前方カメラ２２
１の他に、２以上のカメラによって構成されるステレオカメラやマルチカメラが用いられ
ても良い。
【００１４】
　車両５００において、内燃機関ＩＣＥには吸入空気量を調整して内燃機関ＩＣＥの出力
を制御するためのスロットバルブを駆動するスロットル駆動装置３１が備えられている。
なお、吸入空気量が一定であるディーゼル機関を内燃機関ＩＣＥとして備える場合には、
スロットルバルブ駆動装置３１に代えて、燃料噴射装置による燃料噴射量を制御する燃料
噴射装置駆動装置が用いられ得る。車両５００において、制動装置５０２は、各車輪５０
１に備えられている。各制動装置５０２は、運転者の制動ペダル操作に応じて制動ライン
５０３を介して供給されるブレーキ液圧によって各車輪５０１の制動を実現する。制動ラ
イン５０３には制動ペダル操作に応じたブレーキ液圧を派生させるブレーキピストンおよ
びブレーキ液ラインが含まれる。本実施形態においては、制動支援装置３２が制動ライン
５０３に備えられ、制動ペダル操作とは独立して液圧制御が可能であり、これにより制動
支援が実現される。なお、制動ライン５０３としては、ブレーキ液ラインに代えて、制御
信号線とし、各制動装置５０２に備えられているアクチュエータを作動させる構成が採用
されても良い。ステアリングホイール５０４は、ステアリングロッドを含む操舵機構５０
５を介して前側の車輪５０１と接続されている。スロットル駆動装置３１および制動支援
装置３２によって、先行車両と自車両との車間距離を一定距離に維持しつつ、設定された
車速によって自車両を走行させる定速走行・車間距離制御処理、すなわち、アダプティブ
・クルーズ・コントロール（ＡＣＣ）が運転支援制御として実現される。なお、運転支援
にはこの他に、図示しないステアリングホイール、ステアリングロッドを含む操舵機構を
運転者によるステアリングホイールの操作とは独立して操舵制御する操舵支援が含まれ、
これらの操作は制動支援装置の機能を包含する運転支援装置によって制御され得る。
【００１５】
　図２に示すように、制御装置１００は、中央処理装置（ＣＰＵ）１０１、メモリ１０２
、入出力インタフェース１０３およびバス１０４を備えている。ＣＰＵ１０１、メモリ１
０２および入出力インタフェース１０３はバスを介して双方向通信可能に接続されている
。メモリ１０２は、運転支援制御の対象となる制御対象車両を設定するための制御対象車
両設定プログラムＰ１および運転支援制御を実行するための運転支援プログラムＰ２を不
揮発的且つ読み出し専用に格納するメモリ、例えばＲＯＭと、ＣＰＵ１０１による読み書
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きが可能なメモリ、例えばＲＡＭとを含んでいる。メモリ１０２にはさらに、後述する、
移動履歴の有無を示すフラグ、ＦＳＮ履歴の有無を示すフラグが格納され得る。ＣＰＵ１
０１はメモリ１０２に格納されている制御対象車両設定プログラムＰ１を読み書き可能な
メモリに展開して実行することによって設定制御部として機能し、同様に運転支援プログ
ラムＰ２を実行することによって運転支援制御部として機能する。なお、ＣＰＵ１０１は
、単体のＣＰＵであっても良く、各プログラムを実行する複数のＣＰＵであっても良く、
あるいは、複数のプログラムを同時実行可能なマルチスレッドタイプのＣＰＵであっても
良い。
【００１６】
　入出力インタフェース１０３には、レーダＥＣＵ２１、カメラＥＣＵ２２、ヨーレート
センサ２３、車輪速度センサ２４および回転角センサ２５、並びにスロットル駆動装置３
１および制動支援装置３２がそれぞれ制御信号線を介して接続されている。レーダＥＣＵ
２１、カメラＥＣＵ２２、ヨーレートセンサ２３、車輪速度センサ２４および回転角セン
サ２５からは、検出信号が入力され、スロットル駆動装置３１には、スロットルバルブ開
度を指示する制御信号が出力され、制動支援装置３２に対しては制動レベルを指示する制
御信号が出力される。入出力インタフェース１０３は、第１の検出信号および第２の検出
信号を取得可能な検出信号取得部と呼ぶことができる。
【００１７】
　ミリ波レーダ２１１はミリ波を射出し、対象物によって反射された反射波を受信するこ
とによって対象物の距離、相対速度および角度を検出するセンサである。本実施形態にお
いて、ミリ波レーダ２１１は、フロントバンパ５２０の中央および両側面に配置されてい
る。ミリ波レーダ２１１から出力される未処理の検出信号は、レーダＥＣＵ２１において
処理され、対象物の１または複数の代表位置を示す点または点列からなる第１の検出信号
として制御装置１００に入力される。あるいは、レーダＥＣＵ２１を備えることなく未処
理の受信波を示す信号が第１の検出信号としてミリ波レーダ２１１から制御装置１００に
入力されても良い。未処理の受信波が検出信号として用いられる場合には、制御装置１０
０において対象物の位置および距離を特定するための信号処理が実行される。
【００１８】
　前方カメラ２２１は、ＣＣＤ等の撮像素子を１つ備える撮像装置であり、可視光を受光
することによって対象物の外形情報を検出結果である画像データとして出力するセンサで
ある。前方カメラ２２１から出力される画像データには、カメラＥＣＵ２２において特徴
点抽出処理が実施され、抽出された特徴点が示すパターンと、予め用意されている制御対
象に設定すべき対象物、すなわち、車両の外形を示す比較パターンとが比較され、抽出パ
ターンと比較パターンとが一致または類似する場合には判別された対象物を含むフレーム
画像が生成される。一方、抽出パターンと比較パターンとが一致または類似しない場合、
すなわち、非類似の場合にはフレーム画像は生成されない。カメラＥＣＵ２２においては
、画像データに複数の対象物が含まれる場合には、判別された各対象物を含む複数のフレ
ーム画像が生成され、第２の検出信号として制御装置１００に入力される。各フレーム画
像は画素データにより表され、判別された対象物の位置情報、すなわち、座標情報を含ん
でいる。検出信号に含まれ得るフレーム画像数は、カメラＥＣＵ２２と制御装置１００間
の帯域幅に依存する。カメラＥＣＵ２２を別途備えることなく、前方カメラ２２１によっ
て撮像された未処理の画像データが第２の検出信号として制御装置１００に入力されても
良い。この場合には、制御装置１００において対象物の外形パターンを用いた対象物の判
別が実行されても良い。本実施形態において、前方カメラ２２１はフロントガラス５１０
の上部中央に配置されている。前方カメラ２２１から出力される画素データは、モノクロ
の画素データまたはカラーの画素データである。なお、制御対象に設定すべき対象物とし
て車両以外の対象物が望まれる場合には、所望の対象物の外形パターンが用意され、カメ
ラＥＣＵ２２は当該所望の対象物を含むフレーム画像を検出信号として出力しても良い。
この場合には、制御装置１００における後段の処理において、処理に適当なフレーム画像
が選択的に用いられれば良い。
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【００１９】
　ヨーレートセンサ２３は、車両５００の回転角速度を検出するセンサである。ヨーレー
トセンサ２３は、例えば、車両の中央部に配置されている。ヨーレートセンサ２３から出
力される検出信号は、回転方向と角速度に比例する電圧値である。
【００２０】
　車輪速度センサ２４は、車輪５０１の回転速度を検出するセンサであり、各車輪５０１
に備えられている。車輪速度センサ２４から出力される検出信号は、車輪速度に比例する
電圧値または車輪速度に応じた間隔を示すパルス波である。車輪速度センサ２４からの検
出信号を用いることによって、車両速度、車両の走行距離等の情報を得ることができる。
【００２１】
　回転角センサ２５は、ステアリングホイール５０４の操舵によりステアリンロッドに生
じるねじれ量、すなわち、操舵トルク、を検出するトルクセンサである。本実施形態にお
いて、回転角センサ２５は、ステアリングホイール５０４と操舵機構とを接続するステア
リングロッドに備えられている。回転角センサ２５から出力される検出信号は、ねじれ量
に比例する電圧値である。
【００２２】
　スロットル駆動装置３１は、運転者によるアクセルペダル操作に応じて、または、運転
者によるアクセルペダル操作とは無関係に、スロットルバルブの開度を調整し、内燃機関
ＩＣＥの出力を制御するためにアクチュエータ、例えば、ステッピングモータである。ス
ロットル駆動装置３１は０には、ＣＰＵ１０１からの制御信号に基づきアクチュエータの
動作を制御するドライバが実装されている。本実施形態において、スロットル駆動装置３
１は、吸気マニフォールドに備えられており、制御装置１００からの制御信号に従って内
燃機関ＩＣＥに吸入される空気量を増減させる。
【００２３】
　制動支援装置３２は、運転者による制動ペダル操作とは無関係に制動装置５０２による
制動を実現するためのアクチュエータである。なお、制動支援装置３２には、ＣＰＵ１０
１からの制御信号に基づきアクチュエータの動作を制御するドライバが実装されている。
本実施形態において、制動支援装置３２、制動ライン５０３に備えられており、制御装置
１００からの制御信号に従って制動ライン５０３における油圧を増減させる。制動支援装
置３２は、例えば、電動モータと電動モータにより駆動される油圧ピストンとを備えるモ
ジュールから構成されている。あるいは、横滑り防止装置、アンチロックブレーキシステ
ムとして既に導入されている制動制御アクチュエータが用いられても良い。
【００２４】
　第１の実施形態に係る制御対象車両設定装置１０により実行される制御対象車両設定処
理および運転支援制御処理について説明する。図３に示す処理ルーチンは、例えば、車両
の制御システムの始動時から停止時まで、または、スタートスイッチがオンされてからス
タートスイッチがオフされるまで、所定の時間間隔にて繰り返して実行される。ＣＰＵ１
０１が制御対象車両設定プログラムＰ１を実行することによって制御対象車両設定処理Ｓ
１０が実行され、運転支援制御プログラムＰ２を実行することによって運転支援制御処理
Ｓ２０が実行される。なお、図３では、説明を容易にするために制御対象車両設定処理Ｓ
１０と運転支援制御処理Ｓ２０とが同一処理フローに含まれているが、制御対象車両設定
処理Ｓ１０および運転支援制御処理Ｓ２０は、別々のタイミングにて独立して実行され得
る処理である。運転支援制御処理Ｓ２０には、例えば、定速走行・車間距離制御処理、制
動支援処理、操舵支援処理が含まれる。制動支援処理には、制御対象車両との衝突回避の
ための急制動や緩制動が含まれ、操舵支援処理には、制御対象車両との衝突回避のための
操舵、車線逸脱防止のための操舵が含まれる。
【００２５】
　図４から図６を参照して、第１の実施形態としての制御対象車両設定処理Ｓ１０につい
て詳細に説明する。図４に示すフローチャートは、所定の時間間隔にて繰り返して実行さ
れる。ＣＰＵ１０１は、レーダＥＣＵ２１およびカメラＥＣＵ２２を介して前方対象物の
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属性情報を取得する（ステップＳ１００）。なお、前方対象物は判定の対象となる対象物
であるから判定対象物とも呼ばれ得る。ＣＰＵ１０１は、前方対象物の情報を取得する毎
に、ミリ波レーダ２１１によって検出された対象物が移動したか否かを判定し、検出され
た対象物に対して移動の有無を示す移動履歴を関連付ける。具体的には、ＣＰＵ１０１は
、本処理ルーチンの初回開始後、ミリ波レーダ２１１によって初めて検出された対象物に
ついて、各取得タイミングにて当該対象物に相当する反射点の相対速度や位置座標の変化
の有無に基づいて対象物の移動の有無を判別する。ＣＰＵ１０１は、例えば、対象物が移
動していると判別した場合には、移動物であることを示す移動履歴有りのフラグを関連付
け、対象物が移動していないと判別した場合には、静止物であることを示す移動履歴無し
のフラグを関連付ける。ＣＰＵ１０１は、さらに、レーダＥＣＵ２１から入力される検出
信号とカメラＥＣＵ２２から入力される検出信号とを用いて対象物が車両であるか否かの
判別制度を向上させるデータフュージョン処理、すなわち、データの統合処理または結合
処理を実行する。具体的には、ＣＰＵ１０１は、レーダＥＣＵ２１から入力された対象物
を示す各反射点の位置座標と、カメラＥＣＵ２２から入力された検出信号、すなわち、画
像フレームに含まれる判別された車両の位置座標とを対応付けられる場合には統合を行い
、対象物に対して、対象物は車両であると判定されたことを示すフュージョン（ＦＳＮ）
履歴有り、すなわち、統合履歴有りのフラグを関連付ける。一方、対象物を示す各反射点
の位置座標に対応する車両が画像フレームに表れておらず、対応付けができない場合には
、対象物に対してフュージョン履歴無しのフラグを関連付ける。ＦＳＮ履歴有りのフラグ
が関連付けられている対象物は、パターンマッチングによる車両判別を経て車両として判
別された静止車両であることを意味し、ＦＳＮ履歴無しフラグが関連付けられている対象
物は、対象物の種別が特定されていない不定の静止対象物であることを意味する。前方対
象物は複数存在する可能性があり、レーダＥＣＵ２１およびカメラＥＣＵ２２から入力さ
れる検出信号には複数の対象物が含まれ得るので、データフュージョン処理もまた各対象
物に対して実行される。なお、ミリ波レーダ２１１を用いた対象物の検出は、前方の障害
物や天候等の影響を受け難いので、ミリ波レーダ２１１により対象物が検出された場合で
あっても、前方カメラ２２１による対象物の検出が不可能な場合もあり、この場合には、
データフュージョン処理は実行され得ない。移動履歴フラグおよびＦＳＮ履歴フラグは、
車両５００のシステムが起動される毎に初期化、すなわち、移動履歴無しおよびＦＳＮ履
歴無しにリセットされる。
【００２６】
　ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１００において情報を取得した前方対象物に移動履歴有り
のフラグが関連付けられているか否かまたは前方対象物が現在移動中の移動物であるか否
かを判定する（ステップＳ１１０）。なお、本実施形態においては、説明の冗長さを回避
するために、前方対象物が移動物である場合を含めて前方対象物に移動履歴有りのフラグ
が関連付けられている、と総称する。ＣＰＵ１０１は、前方対象物に移動履歴有りのフラ
グが関連付けられている場合には（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、ステップＳ１３０にお
いて制御対象車両を設定するか否かの判定に用いられる第１の判定パラメータの選択閾値
Ｄｒを移動車両閾値Ｄｒ１に設定する（ステップＳ１２０）。すなわち、前方対象物が静
止物であっても移動履歴有りのフラグが関連付けられている場合には移動車両閾値が選択
閾値に設定される。ＣＰＵ１０１は、選択閾値を設定するとステップＳ１３０に移行する
。ステップＳ１３０において用いられる第１の判定パラメータは、図５に示すように、自
車両Ｍ０に対する前方車両Ｍ２の相対横距離Ｄ１であり、選択閾値Ｄｒは相対横距離Ｄ１
の閾値である。
【００２７】
　ＣＰＵ１０１は、自車両Ｍ０に対する前方車両Ｍ２の相対横距離Ｄ１を算出し、設定さ
れた移動車両閾値Ｄｒ１とを用いて、Ｄ１＜Ｄｒ１であるか否か、すなわち、第１の判定
パラメータ＜選択閾値であるか否かを判定する（ステップＳ１３０）。前方車両Ｍ２と自
車両Ｍ０との相対横距離Ｄ１は、例えば、レーダＥＣＵ２１から入力された前方車両Ｍ２
の自車両Ｍ０側端部の反射点と自車両の前方車両Ｍ２側の端点との位置座標とを用いて、
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その離間量としての差分として算出され得る。あるいは、カメラＥＣＵ２２から入力され
る前方車両Ｍ２を含む画像フレームから前方車両Ｍ２の自車両Ｍ０側端点の位置座標とを
用いて、その離間量としての差分として算出されても良い。
【００２８】
　ＣＰＵ１０１は、Ｄ１＜Ｄｒ１であると判定すると（ステップＳ１３０：Ｙｅｓ）、前
方車両Ｍ２を制御対象車両に設定して（ステップＳ１４０）、本処理ルーチンを終了する
。ＣＰＵ１０１は、Ｄ１＜Ｄｒ１でないと判定すると（ステップＳ１３０：Ｎｏ）、前方
車両Ｍ２を制御対象車両に非設定して（ステップＳ１７０）、本処理ルーチンを終了する
。
【００２９】
　ＣＰＵ１０１は、前方対象物に移動履歴有りのフラグが関連付けられていない場合には
（ステップＳ１１０：Ｎｏ）、前方対象物にＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられてい
るか否かを判定する（ステップＳ１５０）。ミリ波レーダ２１１および前方カメラ２２１
による検出開始当初から、前方対象物が一度でもデータフュージョン処理の対象となった
ことがあるか、すなわち、データフュージョン処理の結果、静止車両であると判定された
ことがあるか否かが判定される。ＣＰＵ１０１は、前方対象物にＦＳＮ履歴有りのフラグ
が関連付けられていない場合には（ステップＳ１５０：Ｎｏ）、前方車両Ｍ２を制御対象
車両に非設定して（ステップＳ１７０）、本処理ルーチンを終了する。
【００３０】
　ＣＰＵ１０１は、前方対象物にＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられている場合には
（ステップＳ１５０：Ｙｅｓ）、制御対象車両を設定する際に用いられる第１の判定パラ
メータの選択閾値Ｄｒを静止車両閾値Ｄｒ２に設定する（ステップＳ１６０）。なお、静
止車両閾値Ｄｒ２は、静止車両が移動車両よりも制御対象車両として選択されにくい値に
設定されている。本実施形態においては、第１の判定パラメータとして前方車両Ｍ２と自
車両Ｍ０との距離差が用いられているので、静止車両閾値Ｄｒ２は移動車両閾値Ｄｒ１よ
りも小さな値に設定されており、移動車両閾値Ｄｒ１＞静止車両閾値Ｄｒ２である。すな
わち、前方車両Ｍ２が静止車両である場合には、前方車両Ｍ２と自車両Ｍ０との距離差が
より小さい場合に制御対象車両として判定されることとなり、移動車両よりも制御対象車
両として選択されにくい。静止車両の閾値Ｄｒ２として、静止車両が移動車両よりも制御
対象車両として選択されにくい値が用いられるのは、移動車両または移動履歴を有する場
合と比較して、静止車両が不意に動き始める可能性は低く、制御対象車両に設定して運転
支援制御を実施すると過度な運転支援制御の実施に繋がるからである。なお、第１の判定
パラメータとして、前方車両Ｍ２と自車両Ｍ０との重なり具合を示すオーバーラップ量が
用いられる場合には、静止車両閾値Ｄｒ２は移動車両閾値Ｄｒ１よりも大きな値に設定さ
れる。この場合には、前方車両Ｍ２が静止車両である場合には、前方車両Ｍ２と自車両Ｍ
０とのオーバーラップ量がより大きい場合に制御対象車両として判定されることとなり、
移動車両よりも制御対象車両として選択されにくい。静止車両である前方車両Ｍ２と自車
両Ｍ０とのオーバーラップ量がより大きくも、移動車両である場合と比較して、自車両Ｍ
０と前方車両Ｍ２との衝突や接触の可能性は低いからである。
【００３１】
　ＣＰＵ１０１は、自車両Ｍ０に対する前方車両Ｍ２の相対横距離Ｄ１を算出し、設定さ
れた静止車両閾値Ｄｒ２を用いて、Ｄ１＜Ｄｒ２であるか否か、すなわち、第１の判定パ
ラメータ＜選択閾値であるか否かを判定する（ステップＳ１３０）。ＣＰＵ１０１は、Ｄ
１＜Ｄｒ２であると判定すると（ステップＳ１３０：Ｙｅｓ）、前方車両Ｍ２を制御対象
車両に設定して（ステップＳ１４０）、本処理ルーチンを終了する。ＣＰＵ１０１は、Ｄ
１＜Ｄｒ２でないと判定すると（ステップＳ１３０：Ｎｏ）、前方車両Ｍ２を制御対象車
両に非設定して（ステップＳ１７０）、本処理ルーチンを終了する。
【００３２】
　第１の実施形態に係る制御対象車両設定装置１０によれば、前方対象物に移動履歴有り
のフラグが関連付けられている場合と、前方対象物に移動履歴が関連付けられておらず、



(10) JP 6805105 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

ＦＳＮ継続履歴有りのフラグが関連付けられている場合とでは、異なる選択閾値を用いて
制御対象車両に設定するか否かが判定される。したがって、前方対象物が静止車両である
か移動車両であるかに応じた適切な制御対象車両の設定が可能となり、また、適切な運転
支援制御を実行することができる。
【００３３】
　図６および図７を用いて具体的に説明する。例えば、図６に示す例は、例えば、当初、
前方車両Ｍ１、Ｍ２は共に車線を走行しており、前方車両Ｍ２が路肩に停止した場合に相
当する。この場合、前方車両Ｍ２には移動履歴有りのフラグが関連付けられている。図７
に示す例は、例えば、ミリ波レーダ２１１および前方カメラ２２１による検出開始当初か
ら、前方車両Ｍ２は路肩に停止しており、更に、ＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられ
ている。この場合、前方車両Ｍ２は静止車両として認識される。図６に示す前方車両Ｍ１
およびＭ２は、制御対象車両に設定され、自車両Ｍ０との距離や相対速度等に応じて前方
車両Ｍ１およびＭ２に対する運転支援制御が実行される。図７において、自車両Ｍ０の走
行軌跡上に存在する前方車両Ｍ１は、移動後に静止した状態にあり移動履歴を有するので
制御対象車両に設定され、一方、前方車両Ｍ２は静止車両としてＦＳＮ履歴を有している
ので制御対象車両に設定されない。したがって、自車両Ｍ０が前方車両Ｍ２に接近し追い
越す際に運転支援制御は実行されず、過度な運転支援制御の実行が抑制される。この結果
、円滑な車両走行の実現が可能となり、運転者が意図しない制御支援、すなわち、減速や
操舵支援が実行されず、運転者に不快感を与えることがない。なお、前方車両Ｍ２との関
係で走行軌跡の用語を使用する場合、走行軌跡は、自車両Ｍ０の予定走行軌跡を意味する
。
【００３４】
　第１の実施形態において、ステップＳ１４０における制御対象車両に設定する処理は、
より詳細には、複数の制御対象車両候補を決定するステップと、複数の制御対象車両候補
から１台の制御対象車両候補を制御対象車両に設定するステップとを含んでいる。すなわ
ち、前方対象物が複数存在し、複数の前方対象物が移動履歴またはＦＳＮ履歴を有してい
る場合には、複数の制御対象車両候補が決定され得る。１台の制御対象車両の設定は、例
えば、複数の制御対象車両候補の中から自車両に最も距離が近いこと、自車両に対する相
対速度が最も高いことを条件に実行され、設定された制御対象車両候補である前方対象物
には制御対象車両であることを示すマークが関連付けられる。なお、この処理内容は、以
下の各実施形態においても同様に適用され得る。
【００３５】
　第２の実施形態：
　図８～図１５を参照して、制御対象車両設定装置１０により実行される第２の実施形態
としての制御対象車両設定処理について説明する。なお、車両５００、制御対象車両設定
装置１０および制御対象車両設定システムの構成は第１の実施形態における構成と同様で
あるから同一の符号を付して説明を省略する。また、第１の実施形態としての制御対象車
両設定処理と同様の処理ステップについては同一のステップ番号を付し、その説明を省略
する。図８に示すフローチャートもまた所定の時間間隔にて繰り返して実行される。
【００３６】
　ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１００およびステップＳ１１０を実行する。ＣＰＵ１０１
は、前方対象物に移動履歴フラグが関連付けられていると判定すると（ステップＳ１１０
：Ｙｅｓ）、ステップＳ１２０にて第１の判定パラメータの選択閾値を移動車両閾値Ｄｒ
１に設定し、ステップＳ１３０に移行する。ＣＰＵ１０１は、Ｄ１＜Ｄｒ１であると判定
すると（ステップＳ１３０：Ｙｅｓ）、前方車両Ｍ２を制御対象車両に設定して（ステッ
プＳ１４０）、本処理ルーチンを終了する。ＣＰＵ１０１は、Ｄ１＜Ｄｒ１でないと判定
すると（ステップＳ１３０：Ｎｏ）、前方車両Ｍ２を制御対象車両に設定して（ステップ
Ｓ１７０）、本処理ルーチンを終了する。
【００３７】
　ＣＰＵ１０１は、前方対象物に移動履歴有りのフラグが関連付けられていない場合には



(11) JP 6805105 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

（ステップＳ１１０：Ｎｏ）、前方対象物にＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられてい
るか否かを判定し（ステップＳ１５０）、前方対象物にＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付
けられていない場合には（ステップＳ１５０：Ｎｏ）、前方車両Ｍ２を制御対象車両に非
設定して（ステップＳ１７０）、本処理ルーチンを終了する。
【００３８】
　ＣＰＵ１０１は、前方対象物にＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられている場合には
（ステップＳ１５０：Ｙｅｓ）、制御対象車両を設定する際に用いられる第１の判定パラ
メータの選択閾値Ｄｒを静止車両閾値Ｄｒ２に設定、および、静止車両パラメータの少な
くともいずれか一方を設定する（ステップＳ１６２）。静止車両パラメータは、第１のパ
ラメータとは異なる、静止車両を制御対象車両に設定するか否かの判定に用いられる追加
パラメータである。
【００３９】
　追加パラメータとしては、以下のパラメータの少なくとも１つが用いられ得る。
（１）図９に示すように、路肩線ＳＬを跨いで路肩に静止している前方車両Ｍ２と自車両
Ｍ０とのオーバーラップ量Ｄ２を示すオーバーラップパラメータ。オーバーラップ量Ｄ２
の選択閾値としては、たとえば、０以上の値、すなわち、そのまま進行した場合に、前方
車両Ｍ２としての静止車両と自車両Ｍ０とが接するまたは衝突する値以上が用いられる。
すなわち、前方車両Ｍ２としての静止車両と自車両Ｍ０とが衝突する可能性がない場合に
は、前方車両Ｍ２は制御対象車両に設定されない。静止車両と自車両Ｍ０とのオーバーラ
ップ量Ｄ２は、例えば、レーダＥＣＵ２１から入力された前方車両Ｍ２の自車両Ｍ０側端
部の反射点と自車両の前方車両Ｍ２側の端点との位置座標を用いて、その重なり量として
の差分を算出することにより得られる。あるいは、カメラＥＣＵ２２から入力される前方
車両Ｍ２を含む画像フレームから前方車両Ｍ２の自車両Ｍ０側端点の位置座標を用いて、
その重なり量としての差分を算出することにより得られても良い。この場合、既述のよう
に、静止車両閾値Ｄｒ２は移動車両閾値Ｄｒ１よりも大きな値に設定される。あるいは、
路肩線ＳＬから前方車両Ｍ２がどれだけはみ出しているかを示す白線ラップ量または白線
ラップ率を示す白線ラップパラメータとして求められる。具体的には、路肩線ＳＬの中心
と自車両Ｍ０側の前方車両Ｍ２の端点の位置座標との差分距離が白線ラップ量として求め
られる。白線ラップ率は、例えば、前方車両Ｍ２の車幅に対する白線ラップ量の比として
求められる。白線ラップ量または白線ラップ率の選択閾値としては、車線幅に対して前方
車両Ｍ２としての静止車両と自車両Ｍ０とが衝突する可能性のある値、例えば、白線ラッ
プ量の選択閾値としては１ｍ以上の値、白線ラップ率の選択閾値としては５０％以上の値
が用いられ得る。
（２）図１０に示すように、路肩線ＳＬを跨いで路肩に静止している前方車両Ｍ２が自車
両Ｍ０の予定走行軌跡上にどれだけはみ出しているかを示すはみ出しパラメータ。はみ出
しパラメータは、オーバーラップパラメータに、カメラＥＣＵ２２からの検出信号として
、センターラインとしての白線・黄線ＣＬおよび路肩線ＳＬといった道路標示の情報を用
い、自車線内において前方車両Ｍ２との衝突を回避できるか否かの判定要素を加えたパラ
メータである。はみ出しパラメータの選択閾値としては、オーバーラップ量Ｄ２の選択閾
値に加えて、白線ＣＬの位置座標と、前方車両Ｍ２の自車両Ｍ０側端部の位置座標を用い
て、その離間量としての差分を算出することにより得られるクリアランス量Ｄ３の選択閾
値が用いられる。クリアランス量Ｄ３の選択閾値としては、たとえば、センターラインＣ
Ｌを越えることなく、自車両Ｍ０が前方車両Ｍ２を回避してそのまま進行できる自車両Ｍ
０の車幅よりも大きな値が用いられる。すなわち、自車両Ｍ０がセンターラインＣＬを越
えることなく、前方車両Ｍ２としての静止車両と自車両Ｍ０とが衝突する可能性がない場
合には、前方車両Ｍ２は制御対象車両に設定されない。
【００４０】
　ＣＰＵ１０１は、選択閾値を設定するとステップＳ１６４に移行する。ＣＰＵ１０１は
、自車両Ｍ０に対する前方車両Ｍ２の相対横距離Ｄ１を算出し、設定された静止車両閾値
Ｄｒ２とを用いて、第１の判定パラメータＤ１＜選択閾値Ｄｒ２であるか否か、追加パラ
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メータＤ２、Ｄ３＜選択閾値であるか否かを判定する（ステップＳ１６４）。ＣＰＵ１０
１は、第１の判定パラメータＤ１および追加パラメータＤ２、Ｄ３の少なくともいずれか
１つが選択閾値未満である場合にはステップＳ１６６に移行する（ステップＳ１６４：Ｙ
ｅｓ）。第１の判定パラメータＤ１および追加パラメータＤ２、Ｄ３の少なくともいずれ
か１つが選択閾値未満である場合には、静止車両Ｍ２との接触や衝突の可能性が有り、運
転支援制御の対象車両に設定されることが望まれるためである。ＣＰＵ１０１は、第１の
判定パラメータＤ１および追加パラメータＤ２、Ｄ３の全てが選択閾値以上である場合に
は（ステップＳ１６４：Ｎｏ）、ステップＳ１７０を実行して本処理ルーチンを終了する
。
【００４１】
　ステップＳ１６６において、ＣＰＵ１０１は、自車両Ｍ０の挙動に基づいて、静止車両
Ｍ２の制御対象車両への設定を抑制すべきか否かを判定する。設定の抑制は、ステップＳ
１６４において判定パラメータに基づくと制御対象車両に設定することが判定された場合
であっても制御対象車両への設定を抑制し、制御対象車両に設定しないことを意味する。
以下、具体例について説明する。
（３）図１１に示すように、自車両Ｍ０が静止車両Ｍ２から離間する進路変更を行う可能
性が有る場合、または進路変更を実行している場合には、ＣＰＵ１０１は、静止車両Ｍ２
を制御対象車両に設定しない、あるいは、制御対象車両候補に決定しないと判定し（ステ
ップＳ１６６：Ｎｏ）、ステップＳ１７０を実行して本処理ルーチンを終了する。なお、
カメラＥＣＵ２２からの白線ＣＬ検出信号を用いて自車両Ｍ０が自車線の白線ＣＬ、すな
わち、境界線を越えて静止車両Ｍ２から離間する方向に進路変更の可能性がある場合また
は進路変更中であることが判定条件に加えられても良い。この場合には、自車両Ｍ０、す
なわち、運転者は、静止車両Ｍ２を回避する回避動作を実行していると考えられるので、
静止車両Ｍ２を制御対象車両に設定すると、実行を要しない運転支援制御が実行され、運
転者の回避動作を却って妨げ自車両Ｍ０の円滑な走行を妨げたり、運転者に違和感を与え
る可能性がある。そこで、自車両Ｍ０が静止車両Ｍ２から離間する進路変更を行う可能性
が有る場合、または進路変更を実行している場合には、静止車両Ｍ２を制御対象車両に設
定せず、これら不具合の発生を防止する。
（４）図１２に示すように、自車両Ｍ０が静止車両Ｍ２に近接する進路変更を行う可能性
が有る場合、または進路変更を実行している場合には、ＣＰＵ１０１は、静止車両Ｍ２を
制御対象車両に設定する、あるいは、制御対象車両候補に決定すると判定し（ステップＳ
１６６：Ｙｅｓ）、ステップＳ１４０を実行して、本処理ルーチンを終了する。なお、カ
メラＥＣＵ２２からの白線ＣＬ検出信号を用いて、自車両Ｍ０が自車線を区分する白線Ｃ
Ｌを越えていないこと、すなわち、自車両Ｍ０が静止車両Ｍ２と同一車線を走行中である
こと、図１３に示すように路肩に止まっている静止車両Ｍ２が自車両Ｍ０と同一の路肩線
ＳＬを跨いでいること、が判定条件に加えられても良い。この場合には、自車両Ｍ０、す
なわち、運転者は、静止車両Ｍ２に近接しており、運転支援制御の実行が望まれる。そこ
で、自車両Ｍ０が静止車両Ｍ２に近接する進路変更を行う可能性が有る場合、または進路
変更を実行している場合には、静止車両Ｍ２を制御対象車両に設定し、静止車両Ｍ２と自
車両Ｍ０との接触または衝突を抑制または回避する。なお、自車両Ｍ０が静止車両Ｍ２に
近接する進路変更を行う可能性が有る場合、または進路変更を実行している場合であって
も、走行車線が３車線以上あり、最も路肩寄りの車線に静止車両Ｍ２が存在し、自車両Ｍ
０が中央寄りの車線から２番目に路肩に近い車線に進路変更している場合には、制御対象
車両への設定から除外される。この場合には、自車両Ｍ０は、静止車両Ｍ２の後方への進
路変更を予定しておらず、静止車両Ｍ２を制御対象車両に設定することにより、運転支援
制御が実行され、自車両Ｍ０の円滑な走行が妨げられるからである。
【００４２】
　自車両Ｍ０が静止車両Ｍ２に近接または離間する進路変更を行う可能性、または進路変
更の実行は、例えば、ヨーレートセンサ２３からの検出信号を用いた自車両Ｍ０の向き、
回転角センサ２５からの検出信号を用いた自車両Ｍ０の操舵角、によって判定することが
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できる。加えて、運転者が方向指示器を操作する場合には、方向指示器からの入力信号を
用いて、進路変更を行う可能性を判定することができる。
【００４３】
　ＣＰＵ１０１は、さらに、自車両Ｍ０において、移動中の先行車両に対して運転支援制
御が実行されている場合には、先行車両以外の前方対象物の制御対象車両への設定を抑制
するか否かを判定しても良い。具体例について説明する。
（５）図１４に示すように、運転支援制御を実行中の先行車両Ｍ２が通り抜けた前方対象
物ＳＴについては、制御対象車両に設定しない、あるいは、制御対象車両候補に決定しな
いと判定し（ステップＳ１６６：Ｎｏ）、ステップＳ１７０を実行して本処理ルーチンを
終了する。前方対象物ＳＴとしては、マンホールが考えられ、先行車両Ｍ２がマンホール
ＳＴを通過した直後には、先行車両Ｍ２とマンホールＳＴとが近接しているため、フュー
ジョン処理の実行時にマンホールＳＴが車両であると判定され、ＦＳＮ履歴有りのフラグ
と関連付けられることがある。この場合に、マンホールＳＴを制御対象車両に設定すると
、自車両Ｍ０は適切でない運転支援、例えば、制動を実行し、自車両Ｍ０の円滑な走行が
妨げられる。一方で、先行車両Ｍ２が通過した前方対象物であれば、自車両Ｍ０もまた衝
突することなく通過できるはずであるので、マンホールＳＴを制御対象車両に設定するこ
とは抑制される。
（６）図１５に示すように、運転支援制御を実行中の先行車両Ｍ２が進路変更を行った際
に検出されるＦＳＮ履歴有りのフラグに関連付けられている前方対象物Ｍ１については、
制御対象車両に設定する、あるいは、制御対象車両候補に決定すると判定し（ステップＳ
１６６：Ｙｅｓ）、ステップＳ１４０を実行して、本処理ルーチンを終了する。すなわち
、制御対象車両の設定は抑制されない。この場合には、前方対象物Ｍ１は、静止車両であ
ると判定されており、静止車両である前方対象物Ｍ１と自車両Ｍ０との衝突または接触を
回避または抑制するために、前方対象物Ｍ１は制御対象車両に設定される。
（７）この他に、運転支援制御を実行中の先行車両Ｍ２と自車両Ｍ０との横方向距離が第
１の基準値以上である場合には、制御対象車両の設定を抑制しないと判定し（ステップＳ
１６６：Ｙｅｓ）、ステップＳ１４０を実行して、本処理ルーチンを終了する。この場合
には、自車両Ｍ０は先行車両Ｍ２と同一走行軌跡上を走行しているとは考えられず、先行
車両Ｍ２と同様にして先行車両Ｍ２よりも自車両Ｍ０に近い静止車両としての前方対象物
の側方を通過できない可能性がある。そこで、前方対象物と自車両Ｍ０との衝突または接
触を回避または抑制するために、前方対象物は制御対象車両に設定される。なお、横方向
距離とは、自車両Ｍ０の車幅方向、あるいは、進行方向と交差または直交する方向である
。
【００４４】
　以上説明した第２の実施形態における制御対象車両の設定処理によれば、第１の実施形
態における制御対象車両の設定処理により得られる利点に加えて、前方対象物に移動履歴
有りのフラグが関連付けられている場合、すなわち静止車両と判定されている場合には、
追加パラメータを用いて更に詳細に制御対象車両に設定するか否かを判定することができ
る。したがって、前方対象物が静止車両である場合に、より適切な制御対象車両の設定が
可能となり、この結果、静止車両に対する、自車両の円滑な走行を妨げない適切な運転支
援制御を実行することができる。
【００４５】
　また、第２の実施形態における制御対象車両の設定処理によれば、自車両の挙動に応じ
て、更に、静止車両の制御対象車両への設定を抑制するか否かを判定することができる。
したがって、自車両の挙動を加味して、より適切に静止車両を制御対象車両に設定するこ
とができる。この結果、自車両が静止車両を回避する挙動を示している場合に運転支援制
御が実行されたり、自車両が静止車両に接近する挙動を示している場合に運転支援制御が
実行されないといった、運転者に違和感を与える運転支援制御の実行を抑制または防止す
ることができる。
【００４６】
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　さらに、第２の実施形態における制御対象車両の設定処理によれば、制御対象車両であ
る先行車両に対する運転支援制御の実行中には、更に、先行車両とＦＳＮ履歴有りのフラ
グが関連付けられている前方対象物との関係に応じて前方対象物の制御対象車両への設定
を抑制するか否かを判定することができる。したがって、先行車両と前方対象物との関係
に応じて、制御対象車両の設定の切り替えを適切にまた円滑に実行することが可能となる
。この結果、例えば、運転者に違和感を与える制動や加速を伴う運転支援制御の実行を抑
制または防止することができる。
【００４７】
　第２の実施形態において、制御対象車両への設定の抑制は、制御対象車両に設定する度
合いを低減することにより実行されても良い。例えば、制御対象車両に対して自車両の挙
動に関する１または複数の係数を関連付け、係数が判定閾値よりも大きい場合には、制御
対象車両に設定しないことで、静止車両パラメータに基づき制御対象車両に設定すべきと
判定された前方対象物が制御対象車両に設定される度合いが低減される。特に、静止車両
パラメータに基いて複数の制御対象車両候補が選択されている場合には、上記した自車両
の挙動や自車両と前方対象物との関係を考慮した係数を用いて、係数値の大きいまたは小
さい順に一の前方対象物を制御対象車両に設定することにより、他の前方対象物が制御対
象車両に設定される度合いが低減される。
【００４８】
　第３の実施形態：
　図１６を参照して第３の実施形態に係る運転支援制御処理について説明する。この運転
支援制御処理は、図３に示すステップＳ２０運転支援制御処理の詳細な具体例であり、定
速走行・車間距離制御処理（ＡＣＣ）を実行する。ＣＰＵ１０１は、前方対象物の情報を
取得する（ステップＳ２００）。前方対象物の情報は、いわゆる属性情報で有り、レーダ
ＥＣＵ２１およびカメラＥＣＵ２２を介して取得される。ＣＰＵ１０１は、取得された情
報を用いて前方対象物が制御対象車両であるか否かを判定する（ステップＳ２１０）。制
御対象車両は、先行車両とも呼ばれる。前方対象物が制御対象車両であるか否かは、既述
の制御対象車両設定処理において制御対象車両に設定された際に前方対象物に関連付けら
れたマークにより判定され得る。
【００４９】
　ＣＰＵ１０１は、前方対象物が制御対象車両であると判定した場合には（ステップＳ２
１０：Ｙｅｓ）、定速走行・車間距離制御処理を実行し（ステップＳ２２０）、本処理ル
ーチンを終了する。定速走行・車間距離制御処理は、運転支援制御プログラムＰ２を実行
するＣＰＵ１０１が、設定された速度を維持するようにスロットル駆動装置３１にスロッ
トル開度指示信号を送り、また、予め設定されている車間距離を維持するようにスロット
ル駆動装置３１に対してスロットル開度指示信号および制動支援装置３２に対して要求さ
れる減速度を実現するための制動指示信号を送信することによって実現される。
【００５０】
　ＣＰＵ１０１は、前方対象物が制御対象車両でないと判定した場合には（ステップＳ２
１０：Ｎｏ）、本処理ルーチンを終了する。
【００５１】
　第３の実施形態における運転支援制御処理によれば、第１および第２の実施形態により
制御対象車両に設定された前方対象物に対して定速走行・車間距離制御処理を実行するの
で、過度な制動や加速を抑制すると共に前方対象物と自車両との衝突や接触を低減または
防止することができる。なお、前方対象物に対して定速走行・車間距離制御処理によって
は減速停止できない条件下においては、定速走行・車間距離制御処理の実行は中断されて
も良い。この場合には、運転支援制御として緊急制動（ＥＢＡ）が実行され得る。第３の
実施形態において、運転支援制御処理として、制動支援または操舵支援が実行される場合
にも、適切に設定された前方対象物に対して減速、加速および操舵の支援が実行されるの
で、過度な運転支援制御の実行を抑制しつつ前方対象物と自車両との衝突や接触を低減ま
たは防止することができる。
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【００５２】
　その他の実施形態：
（１）第２の実施形態において、さらに、自車両Ｍ０の速度が規定値以下であること、Ｆ
ＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられている前方対象物との衝突余裕時間ＴＴＣが規定値
以下であること、ＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられている前方対象物との距離が規
定値以下であること、運転支援制御で減速停止可能であることの任意の組み合わせを追加
条件として加えて、ＦＳＮ履歴有りのフラグが関連付けられている前方対象物が制御対象
車両に設定されてもよい。これらの条件は、運転支援制御の実行によって制御対象車両に
設定された前方対象物との衝突や接触が回避または抑制できる条件、あるいは、運転支援
制御の実行によって制御対象車両に設定された前方対象物との衝突や接触を回避または抑
制すべき条件である。したがって、これら条件を考慮することによって、運転支援制御の
実効性の観点から前方対象物を制御対象車両に設定するか否かの判定を実行することがで
きる。
【００５３】
（２）第２の実施形態において、ステップＳ１６４とＳ１６６の実行順序は逆であっても
良い。例えば、制御対象車両への設定の抑制を優先判断条件とする場合には、ステップＳ
１６６が先に実行され得る。
【００５４】
（３）上記各実施形態においては、ＣＰＵ１０１が制御対象車両設定プログラムＰ１およ
び運転支援プログラムＰ２を実行することによって、ソフトウェア的に設定制御部および
運転支援制御が実現されているが、予めプログラムされた集積回路またはディスクリート
回路によってハードウェア的に実現されても良い。
【００５５】
　以上、実施形態、変形例に基づき本開示について説明してきたが、上記した発明の実施
の形態は、本開示の理解を容易にするためのものであり、本開示を限定するものではない
。本開示は、その趣旨並びに特許請求の範囲を逸脱することなく、変更、改良され得ると
共に、本開示にはその等価物が含まれる。たとえば、発明の概要の欄に記載した各形態中
の技術的特徴に対応する実施形態、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は全部
を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し
替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須
なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。例えば、上記第
１の態様に係る車両における制御対象車両設定装置を適用例１とし、
　適用例２：適用例１に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記第１の判定パラメータは、前記制御対象車両と自車両との相対的な横方向の距離で
ある、制御対象車両設定装置。
　適用例３：適用例１または２に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、前記前方対象物に統合履歴が関連付けられている場合には、さらに
、第１の判定パラメータに加えて追加パラメータを用いて前記前方対象物を前記制御対象
車両に設定するか否かを決定する、制御対象車両設定装置。
　適用例４：適用例３に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記追加パラメータは、前記前方対象物と自車両との車幅方向のオーバーラップ量、お
よび前記前方対象物と自車両の走行車線を規定する道路標示との車幅方向のクリアランス
量の少なくともいずれか一方を含む、制御対象車両設定装置。
　適用例５：適用例１から４のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、前記制御対象車両に対して前記運転支援制御が実行中である場合に
、前記前方対象物の前記制御対象車両への設定を抑制する、制御対象車両設定装置。
　適用例６：適用例５に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、前記制御対象車両と自車両との相対的な横方向の距離が第１の基準
値以上である場合には、前記設定の抑制を実行しない、制御対象車両設定装置。
　適用例７：適用例５に記載の制御対象車両設定装置において、



(16) JP 6805105 B2 2020.12.23

10

20

　前記設定制御部は、前記制御対象車両が進路変更を行った場合には、前記設定の抑制を
実行しない、制御対象車両設定装置。
　適用例８：適用例１から４のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、自車両が前記前方対象物から離間する進路変更を行う可能性が有る
場合または進路変更を実行している場合には、前記前方対象物の前記制御対象車両への設
定を抑制する、制御対象車両設定装置。
　適用例９：適用例１から４のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置において、
　前記設定制御部は、自車両が前記前方対象物に近接する進路変更を行う可能性が有る場
合または進路変更を実行している場合には、前記前方対象物の前記制御対象車両への設定
を抑制しない、制御対象車両設定装置。
　適用例１０：制御対象車両設定システムであって、
　適用例１から９のいずれか一項に記載の制御対象車両設定装置と、
　前記第１の検出信号を出力する第１の検出部と、
　前記第２の検出信号を出力する第２の検出部と、
を備える、制御対象車両設定システム。
　適用例１１：適用例１０に記載の制御対象車両設定システムにおいて、さらに、
　設定された前記制御対象車両に対して、定速走行・車間距離制御処理を実行する定速走
行・車間距離制御部を備える、制御対象車両設定システム。
とすることができる。
【符号の説明】
【００５６】
　１０…制御対象車両設定装置、２１…レーダＥＣＵ、２１１…ミリ波レーダ、２２…カ
メラＥＣＵ、２２１…前方カメラ、３１…スロットル駆動装置、３２…制動支援装置、１
００…制御装置、１０１…ＣＰＵ、１０２…メモリ、１０３…入出力インタフェース、１
０４…バス、５００…車両、Ｐ１…制御対象車両設定プログラム、Ｐ２…運転支援制御プ
ログラム
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